
…施設所管課が行う事務 …指定管理者が行う業務

（※1）モニタリング （※2）外部モニター

指定管理施設に対するモニタリング評価のフローチャート

【
施
設
類
型
Ⅰ
】

【
施
設
類
型
Ⅱ
】

各種報告書や利用者アン
ケートの確認、実地調査に
より行う。

外部の視点による確認を実施。
各施設の運営やその分野に一定の識見
を有する者を想定。
（例：関係審議会の委員）

 

9月（4～8月分）と2月（9～1

月分）に実施。 

 

 

2月に、年度の見込値に基づき実施。 

事 業 実 施 

協
定
書
締
結

 

事
業
計
画

 

指
導
・
監
督

 

（
改
善
等
の
指
示
）
 

外部モニター（※2）によ

る実施内容の確認 

協定書や事業計画、モニタ 

リングの結果等を踏まえた 

総括評価 

事業の実施状況、施設の管理

状況等に関する自己評価 

（一次評価） 

協定書や事業計画、モニタ 

リングや一次評価の結果を 

踏まえた総括評価 

（二次評価） 

次
年
度
以
降
の
事
業
計
画

 

総括評価 

 

総
括
評
価
結
果
の
公
表 

（
併
せ
て
、
外
部
モ
ニ
タ
ー
等
へ
評
価
結
果
を
報
告
） 

モニタリング（※1） 

事業計画に基づく事業

の実施状況、施設の管

理状況等の確認 

指
導
・
監
督

 

（
改
善
等
の
指
示
）
 

指
導
・
監
督

 

（
改
善
等
の
指
示
）
 

事業計画に基づく事業

の実施状況、施設の管

理状況等の確認 

指
導
・
監
督

 

（
改
善
等
の
指
示
）
 

【施設類型Ⅰ】 公募施設であって、 

  かつ、使用・利用に制限の有る施設 

  及び非公募施設 

【施設類型Ⅱ】 公募施設であって、 

  かつ、使用・利用に制限の無い施設 

指
定
管
理
者
選
定
委
員
会
に
よ
る 

事
業
・評
価
内
容
の
確
認 

指
定
管
理
者
選
定
委
員
会
に
よ
る 

事
業
・評
価
内
容
の
確
認 
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